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令和５年４月２４日  
保護者の皆さまへ 

福井市教育委員会 
福井市清水西小学校 
校長  河村 英則 

 
学校への電話連絡について（お願い） 

 
日頃より本校の教育活動にご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げ

ます。 
平成３１年４月１日から「働き方改革関連法」が順次施行されており、

令和２年４月からは、「福井県教育委員会規則」および「福井市立学校管理
規則」において、教職員の時間外勤務時間（いわゆる残業時間）について上
限規則が設けられました。 
それを受けて福井市教育委員会では、令和３年度より教職員の残業時間

を減らす方策の一つとして、福井市内の全ての各小中学校に電話連絡を受
ける時間帯を限定する電話機を導入しました。 
つきましては、本校への電話連絡が可能な時間帯は、下記のとおりになっ

ていますのでお知らせします。ご理解とご協力をよろしくお願いします。
（なお、この件につきましては、令和３年度より福井市ＰＴＡ連合会の了
解を得ておりますこと申し添えます。） 

 
記 

 
１ 電話連絡ができない時間帯 
（１）月～金曜日 …  午後６時から翌日午前７時３０分まで 
（２）土・日・祝日は、終日、音声案内となります。 
（３）ノー残業デー（水曜日）や学校行事等の都合で、上記の時間

帯以外でも電話がつながらない場合があります。 
 
２ 留意事項 

・電話連絡ができない時間帯での事故や新型感染症等に関する連絡
は、翌朝（翌日が休日等の場合は休み明けの朝）に学校まで連絡
をお願いします。 

・教職員が業務で職員室等に残っていても、特別な場合を除き、午
後６時以降の電話には対応できません。 

・学校からの着信履歴に気付かれたのが午後６時以降の場合、「折り
返しの電話連絡」は結構です。用件によって翌日等に学校から連
絡をします。 

・上記を基本の運用としますが、今後運用方法の改善を行う場合
もあります。ご理解とご協力をお願いします。                                                                  


